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公
の
施
設
を
管
理
す
る
所
管
課
は
、
毎

年
度
事
業
の
完
了
後
、
事
業
効
果
の
評
価

と
検
証
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
年
度
の
途

中
で
あ
っ
て
も
施
設
の
管
理
運
営
が
適
切

に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の

向
上
な
ど
が
図
ら
れ
て
い
る
か
な
ど
、
随

時
指
導
を
行
い
ま
す
。
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※
カ
ッ
コ
内
は
現
在
の
委
託
先

�
い
き
い
き
交
流
セ
ン
タ
ー
（
羽
幌
観
光

開
発
株
式
会
社
）

�
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
し
あ
わ
せ
荘

（
羽
幌
町
社
会
福
祉
協
議
会
）

「
申
請
」「
選
定
」「
事
業
報
告
書
」
な
ど
の

一
般
的
基
本
事
項
に
つ
い
て
は
「
羽
幌
町

公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
手

続
等
に
関
す
る
条
例
」
で
定
め
て
い
ま
す
。

�
管
理
の
基
準
、
業
務
の
範
囲
な
ど
に
つ

い
て
は
、
施
設
ご
と
に
異
な
る
こ
と
か
ら

具
体
的
に
各
公
の
施
設
毎
の
設
置
条
例
で

定
め
ま
す
。
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指
定
管
理
者
の
募
集
は
、
原
則
と
し
て

公
の
施
設
毎
に
行
い
ま
す
。
募
集
に
関
す

る
業
務
内
容
な
ど
の
「
募
集
要
項
」「
仕
様

書
」
等
は
公
告
し
、
広
報
は
ぼ
ろ
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
な
ど
に
掲
載
し
ま
す
。
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指
定
管
理
者
の
候
補
者
の
選
定
は
、
羽

幌
町
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
選
定
委
員

会
を
設
置
し
て
選
定
を
行
い
ま
す
。

　

選
定
委
員
会
の
構
成
は
、
自
治
体
職
員

と
学
識
経
験
者
の
混
成
で
考
え
て
い
ま
す
。
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指
定
管
理
者
の
指
定
は
、
議
会
の
議
決

が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
選
定
委
員
会

に
お
い
て
指
定
管
理
者
の
候
補
者
を
選
定

し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
議
会
の
議
決
を

経
る
も
の
と
し
ま
す
。
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指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
期
間
は
、
施

設
の
目
的
な
ど
に
も
よ
り
ま
す
が
、
原
則

と
し
て
5
年
以
内
を
基
本
と
し
ま
す
。
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利
用
料
金
制
度
と
は
、
条
例
で
定
め
た

施
設
の
利
用
料
金
を
、
指
定
管
理
者
が
条

例
の
範
囲
で
設
定
で
き
、
そ
れ
を
収
入
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
制
度
で
す
。

　

収
入
増
が
期
待
で
き
自
立
的
経
営
が
期

待
で
き
る
施
設
は
、
積
極
的
に
利
用
料
金

制
度
の
導
入
を
図
る
も
の
と
し
ま
す
。
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�
公
の
施
設
の
管
理
に
係
る
「
公
募
方
法
」
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公
の
施
設
と
は
、
地
方
公
共
団
体
が
住

民
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
に
設
置
し
、

そ
の
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
利
用
す
る

施
設
の
こ
と
で
、
体
育
施
設
、
文
化
施
設
、

社
会
福
祉
施
設
、
観
光
施
設
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
本
庁
舎
や
支
所
は
、
行
政
の
事
務

所
に
あ
た
る
の
で
該
当
し
ま
せ
ん
。
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民
間
事
業
者
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
の
資
源

を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
住
民
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
や
、
施
設
の
効
果
的
・
効
率
的
な

活
用
な
ど
、
管
理
運
営
効
果
が
期
待
で
き

る
施
設
は
、
積
極
的
に
指
定
管
理
者
制
度

に
よ
る
管
理
を
推
進
す
る
も
の
と
し
ま
す
。
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公
の
施
設
を
民
間
業
者
が
一
元
的
に
管

理
運
営
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
施
設
の
効
率

的
な
運
用
が
な
さ
れ
る
ほ
か
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
等
が
管
理
運
営
を
行
う
場
合
に
は
、
住

民
が
地
域
の
施
設
の
管
理
運
営
に
主
体
的

に
参
画
す
る
こ
と
が
強
く
期
待
で
き
ま
す
。

　

行
政
に
と
っ
て
は
、
前
述
の
効
用
の
ほ

か
に
、
施
設
管
理
に
要
す
る
人
員
の
削
減

や
経
費
の
削
減
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
が
大

き
な
利
点
と
い
え
ま
す
。

　

今
月
の
広
報
で
は
、
指
定
管
理
者
制
度

の
概
要
と
今
後
の
導
入
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に

つ
い
て
説
明
い
た
し
ま
す
。

定
管
理
者
制
度
と
は
、　

従
来
、
公

の
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
、
公
共

団
体
、
公
共
的
団
体
、
地
方
自
治
体
の
出

資
法
人
な
ど
に
限
定
し
て
委
託
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
っ
た
「
管
理
委
託
制
度
」
を

廃
止
し
、
こ
れ
ま
で
公
の
施
設
の
管
理
を

受
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
民
間
事

業
所
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
含
む
法
人
、
そ
の
他
の

団
体
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
民

間
事
業
者
等
に
よ
る
効
果
的
、
効
率
的
な

手
法
を
期
待
す
る
と
と
も
に
、
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
等
を
図
る
目
的
で
創
設
さ
れ

た
制
度
で
す
。

　現在、町の「公の施設」の管理については、直営以外は町内の法人など
に業務委託しています。施設の性格、設置目的、また政策的観点、業務の特
殊性や専門性などを検討し、新制度への円滑な導入移行を以下の基準によ
り進めます。
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　新制度の活用を行う場合は、公募
を原則とします。施設の設置目的、
態様、活用状況など公募によること
が困難と考えられ、指定管理者を特
定することが必要な施設は、従来の
受託者を管理者とすることができ
るものとします。
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　現在、管理委託を行っている施
設については、施設管理のあり方
を見直し、新制度への移行を検討
します。新制度の移行については
条例制定、指定管理者の選考、指
定議決などの事務手続きを経て、
平成18年4月から移行します。
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　既存施設や新規開設する公の施
設のうち、民間事業者、ＮＰＯ法人
等の資源が有効活用と考えられ住
民サービスの向上、施設運営の導
入効果が期待できる施設等につい
ては指定管理者による指定管理を
積極的に行います。 
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　施設の特殊性や専門性、住民
サービスや管理運営効果などから
町が直接管理をする方が適当と思
われる施設については直営管理と
します。


